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ご存じですか「道路」のこと

ひとり親世帯臨時特別給付金

道路

給付
金

生
活
す
る
上
で
「
道
路
」
は
、

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
公

共
施
設
で
す
。
道
路
を
安
全
快
適
に

利
用
す
る
た
め
に
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
８
月
10
日
は「
道
の
日
」

で
す
。
ま
た
８
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ

い
月
間
」
で
す
。

■
穴
な
ど
道
路
の
破
損
を
見
つ
け
た
ら

　
道
路
の
穴
ぼ
こ
や
破
損
は
、
道
路

の
管
理
者
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
破
損
し
た
道
路

は
、
ど
こ
が
管
理
し
て
い
る
の
か
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

場
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
町
道

な
ど
町
が
管
理
し
て
い
る
道
路
は
、

町
職
員
が
現
地
を
確
認
し
、
必
要
に

応
じ
た
対
応
を
し
ま
す
（
国
・
県
が

管
理
す
る
道
路
は
、
そ
の
道
路
の
管

理
者
が
対
応
し
ま
す
）。

■
道
路
に
張
り
出
し
た
木
は
切
る

　
私
有
地
か
ら
道
路
に
張
り
出
し
て

い
る
枝
や
葉
は
、
土
地
所
有
者
に
所

有
権
が
あ
り
ま
す
。
町
や
県
で
は
切

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
土
地

所
有
者
に
せ
ん
定
・
刈
込
み
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　
木
の
枝
や
生
垣
が
道
路
上
に
張
り

出
し
た
り
覆
い
か
ぶ
さ
る
と
、
通
行

し
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、
倒
木
な
ど

に
よ
り
大
き
な
事
故
の
原
因
に
も
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

基
本
給
付

●
対
象
者（
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

　
該
当
す
る
人
）

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

　
当
が
支
給
さ
れ
る
人

②
公
的
年
金
な
ど（
遺
族
・
障
害
・

　
老
齢
・
労
災
年
金
、
遺
族
補
償
な

　

ど
）を
受
給
し
て
お
り
、
令
和
２

　
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

　
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
人

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

　
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る

　
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を

　
受
給
し
て
い
る
人
と
同
じ
水
準
と

　
な
っ
て
い
る
人

※
②
に
つ
い
て
は
過
去
に
児
童
扶
養

　
手
当
の
申
請
を
し
て
い
れ
ば
、
令

　
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

　
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
と
推
測
さ

　
れ
る
人
も
対
象

●
給
付
額

　
１
世
帯
５
万
円

　
第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円

追
加
給
付

●
対
象
者

　
右
記
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

人
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
、
収
入
が
減
少
し
た
人

●
給
付
額　
１
世
帯
５
万
円

　
近
く
で
こ
の
よ
う
な
箇
所
を
見
か

け
た
ら
、
ご
近
所
同
士
で
お
声
掛
け

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
皆
さ
ん
で
で
き
る
こ
と
は
ご
協
力

　
お
願
い
し
ま
す
。

　
道
路
の
維
持
管
理
、
街
路
樹
の
せ

ん
定
、
法
面
の
除
草
や
側
溝
の
清
掃

な
ど
の
維
持
管
理
費
に
も
た
く
さ
ん

の
お
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
道
路

は
、
皆
さ
ん
が
通
行
す
る
た
め
に
安

全
な
状
態
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

給
付
金
の
申
請
手
続
き

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

　
当
が
支
給
さ
れ
る
人

・
基
本
給
付　

　

申
請
は
不
要
で
す（
給
付
金
を
希

　
望
し
な
い
場
合
の
み
届
出
書
の
提

　
出
が
必
要
）。８
月
頃
、
令
和
２
年

　
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
支
給

　
し
て
い
る
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

・
追
加
給
付（
要
申
請
）

　
８
月
の
現
況
届
提
出
に
併
せ
て
収

　
入
が
減
少
し
て
い
る
旨
の
申
請
を

　
し
て
く
だ
さ
い
。

②
、
③
に
該
当
す
る
人

・
基
本
給
付
・
追
加
給
付
と
も
に
申

　
請
が
必
要
で
す
。

・
必
要
書
類（
給
与
明
細
、
年
金
振

　

込
通
知
書
な
ど
）を
添
付
し
て
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
な
支
給
要
件
や
、
必
要
書
類

　
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

厚
生
労
働
省「
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時

特
別
給
付
金
」コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）

　
☎
０
１
２
０（
４
０
０
）９
０
３

※
役
場
福
祉
課
に
も
問
い
合
わ
せ

　
可
能
で
す
。
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限度額適用・標準負担額減額認定証を申請しませんか

からいもの新しい病気に注意してください

予防接種はお済みですか

国保
後期

農業

医療

大
津
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
、
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
病
院
の
窓
口
に
提
示
す
れ

ば
、
医
療
費
や
入
院
時
食
事
代
の
自
己
負
担

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
津
町
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
住
民
税

課
税
世
帯
の
人
と
70
歳
以
上
で
３
割
負
担

の
人
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
提
示
す

れ
ば
病
院
の
窓
口
で
医
療
費
が
減
額
さ
れ
ま

す
。
入
院
中
（
入
院
予
定
も
含
む
）
の
人
や

高
額
な
医
療
費
を
支
払
っ
て
い
る
人
で
、
ま

だ
認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
も
し
く
は
「
区

分
オ
」
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
を
持
っ
て
い
る
人
で
、
過
去
１

年
間
に
90
日
以
上
入
院
し
て
い
る
人
は
、
91

日
目
以
降
の
入
院
時
食
事
代
が
さ
ら
に
減
額

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
減
額
す
る
た
め
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
場
所　

　
役
場
健
康
保
険
課　
国
保
・
医
療
係

●
持
参
す
る
も
の　

・
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

・
国
民
健
康
保
険
証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
被

　
保
険
者
証

※
過
去
１
年
間
に
90
日
以
上
入
院
し
た
こ
と

　
が
あ
る
人
は
次
の
書
類
も
必
要
で
す
。

・
入
院
時
の
領
収
書

・
現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

　
担
額
減
額
認
定
証
」

サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病（
も
と
ぐ
さ
れ

び
ょ
う
）の
発
生
が
平
成
30
年
に
国

内
で
初
め
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
県

で
の
発
生
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
次

の
よ
う
な
症
状
に
注
意
が
必
要
で
す
。

・
地
面
近
く
の
茎
や
茎
に
近
い
部
分
の
か
ら

　
い
も
が
黒
色
～
暗
褐
色
に
腐
敗
し
て
い
る
。

・
被
害
が
進
行
す
る
と
、
茎
の
上
部
や
か
ら

　
い
も
全
体
に
腐
敗
が
拡
が
り
、
乾
燥
し
て

　
硬
く
な
り
、
や
が
て
株
が
枯
死
す
る
。

　

防
除
対
策
と
し
て
、
苗
や
土
壌
の
消
毒
、

ほ
場
の
排
水
対
策
を
十
分
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
土
壌
害
虫
に
よ
る
傷
に
よ
っ
て

菌
の
侵
入
が
助
長
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
土
壌
害
虫
の
防
除
な
ど
に
も
併
せ
て
努

め
て
く
だ
さ
い
。

　

疑
わ
し
い
症
状
が
発
生
し
た
場
合
は
、

県
北
広
域
本
部
農
業
普
及
・
振
興
課
【
☎

０
９
６
８（
２
５
）４
２
０
５
】、
ま
た
は
役

場
農
政
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

予
防
接
種
が
お
済
み
で
な
い
人
は
早
め
の

接
種
を
お
願
い
し
ま
す
。
対
象
者
に
は

案
内
な
ど
の
個
人
通
知
を
行
っ
て
い
ま
す
。

Ｍ
Ｒ（
麻
し
ん・風
し
ん
）ワ
ク
チ
ン（
２
期
）と
、

二
種
混
合
ワ
ク
チ
ン（
ジ
フ
テ
リ
ア・破
傷
風
）

●
令
和
２
年
度
の
接
種
対
象
者

　
（
ま
だ
接
種
し
て
い
な
い
人
が
対
象
）

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種

　
今
ま
で
こ
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と

が
な
い
人
を
対
象
と
し
た
、
定
期
接
種（
費

用
助
成
）の
期
間
が
５
年
間
延
長
と
な
っ
て

い
ま
す
。

●
対
象
者

①
令
和
２
年
度
に
65
歳
、70
歳
、75
歳
、80
歳
、

　
85
歳
、90
歳
、95
歳
、100
歳
と
な
る
人

②
60
～
65
歳
未
満
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器

　
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

　
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
障
害
を
有
す
る
人

※
過
去
に「
ニ
ュ
ー
モ
バ
ッ
ク
ス
Ｎ
Ｐ（
23
価

　
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
）」を
接
種
し
た
こ
と

　
が
あ
る
人
は
、費
用
助
成
の
対
象
外
で
す
。

※
案
内
な
ど
を
紛
失
し
た
場
合
は
、子
育
て・

　
健
診
セ
ン
タ
ー
で
接
種
履
歴
を
確
認
の
上
、

　

お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
予
防
接

　
種
に
つ
い
て
は
必
ず
母
子
健
康
手
帳
を
持

　
参
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｍ
Ｒ（
麻
し
ん
・
風
し
ん
）

ワ
ク
チ
ン
第
２
期

平
成
26
年
４
月
２
日
～

平
成
27
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人

二
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア・

破
傷
風
）ワ
ク
チ
ン
第
２
期

平
成
20
年
４
月
２
日
～

平
成
21
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人

●
接
種
期
間　
令
和
３
年
３
月
31
日（
水
）ま
で

　
対
象
者
へ
は
、
案
内
と
予
診
票
を
郵
送
済
み
で
す
。

　
で
き
る
だ
け
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。
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